
 

 

鈴鹿市物価高騰対策障害福祉サービス事業所等運営支援給付金交付要領 

令和４年11月24日制定 

令和５年12月７日改正 

           令和７年２月20日改正 

令和８年２月３日改正 

 

（趣旨） 

第１条 原油価格や電気・ガス代を含む物価の高騰の影響を受けている障害者施設・

事業所の負担の軽減を図るため、予算の範囲内において、鈴鹿市物価高騰対策障害

福祉サービス事業所等運営支援給付金（以下「給付金」という。）を交付するもの

とし、鈴鹿市補助金等交付規則（平成29年鈴鹿市規則第39号。以下「規則」とい

う。）及び鈴鹿市補助金等交付要綱（平成29年鈴鹿市要綱第97号）に定めるものの

ほか、必要な事項を定めるものとする。 

（給付対象者） 

第２条 給付金の交付を受けることができる者（以下「給付対象者」という。）は、

次の各号のすべてを満たす事業者とする。 

(１)  令和７年４月１日から令和７年12月31日までの間に指定等を受けている鈴

鹿市内に所在する居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、居宅訪問型

児童発達支援、保育所等訪問支援、就労定着支援、計画相談支援、障害児相談

支援、地域移行支援、地域定着支援、生活介護、生活介護（障害者支援施設）、

自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労選択支援、就労継続支援Ａ型、就

労継続支援Ｂ型、児童発達支援、放課後等デイサービス、宿泊型自立訓練、短

期入所、施設入所支援（障害者支援施設）、共同生活援助のうち、いずれかの

施設・事業所を運営する事業者であり、かつ申請日時点で事業が継続している

こと。 

(２) 本市の市税を滞納していないこと。 

(３) 代表者、役員その他の当該団体に実質的に関与している者が鈴鹿市暴力団排 

除条例（平成23年条例第２号）第２条第１号に規定する暴力団及び同条第２号

に規定する暴力団員でないこと。 

２ 給付金の申請及び交付の手続きについては、原則として障害者施設等を運営する

事業者が対象の事業所について一括して行うものとする。 



 

 

（給付対象経費及び給付額） 

第３条 給付対象経費は、給付対象者が令和７年４月１日から令和７年12月31日まで

に負担する電気代・ガス代・食材費・車両燃料費（消費税及び地方消費税を除く）

とし、給付額については、別表１のとおりとする。 

（交付の申請等） 

第４条 給付金の交付を受けようとする者は、交付申請書（第１号様式）及び施設・

事業所別個票（第２号様式）並びに誓約書（第３号様式）を市長に提出しなければ

ならない。ただし、規則第３条に規定する事業計画書及び収支予算書等の提出につ

いては、これを省略するものとする。 

２ 前項に定める交付の申請は、規則第13条に規定する実績の報告を兼ねるものとす

る。 

（交付の決定及び額の確定） 

第５条 市長は、前条に定める給付金の申請があったときは、その内容を審査の上、

交付の決定及び額の確定を行い、交付決定通知書兼額確定通知書（第４号様式）に

より通知するものとする。 

（給付金の支払） 

第６条 給付対象者は、前条の交付の決定及び額の確定に基づき給付金の交付請求を

しようとするときは、交付請求書（第５号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による適切な給付金の交付の請求を受けたときは、請求の

日から 30 日以内に給付対象者に給付金を支払うものとする。 

（補則） 

第７条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

この要領は、令和４年11月24日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和５年12月7日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和７年２月20日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和８年２月 日から施行する。 

 



 

 

様式集 

様式 様式番号 

交付申請書 第１号様式 

施設・事業所別個票 第２号様式 

誓約書 第３号様式 

交付決定通知書兼額確定通知書 第４号様式 

交付請求書 第５号様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別表１ 

 鈴鹿市物価高騰対策障害福祉サービス事業所等運営支援給付金(基準単価)  

対
象
施
設
・
事
業
所
別
給
付
基
準
額
（
電
気
代
） 

１ 居宅介護事業所 1,625円/月 /１事業所あたり 

２ 重度訪問介護事業所 1,625円/月 /１事業所あたり 

３ 同行援護事業所 1,625円/月 /１事業所あたり 

４ 行動援護事業所 1,625円/月 /１事業所あたり 

５ 居宅訪問型児童発達支援事業所 1,625円/月 /１事業所あたり 

６ 保育所等訪問支援事業所 1,625円/月 /１事業所あたり 

７ 就労定着支援事業所 1,625円/月 /１事業所あたり 

８ 自立生活援助事業所 1,625円/月 /１事業所あたり 

９ 計画相談支援事業所 1,625円/月 /１事業所あたり 

10 障害児相談支援事業所 1,625円/月 /１事業所あたり 

11 地域移行支援事業所 1,625円/月 /１事業所あたり 

12 地域定着支援事業所 1,625円/月 /１事業所あたり 

13 生活介護事業所 135円/月 /定員１人あたり 

14 自立訓練（生活訓練）事業所 135円/月 /定員１人あたり 

15 就労移行支援事業所 135円/月 /定員１人あたり 

16 就労選択支援事業所 135円/月 /定員１人あたり 

17 就労継続支援Ａ型事業所 135円/月 /定員１人あたり 

18 就労継続支援Ｂ型事業所 135円/月 /定員１人あたり 

19 児童発達支援事業所 135円/月 /定員１人あたり 

20 放課後等デイサービス事業所 135円/月 /定員１人あたり 

21 宿泊型自立訓練施設 225円/月 /定員１人あたり 

22 短期入所施設 225円/月 /定員１人あたり 

23 施設入所支援（障害者支援施設） 225円/月 /定員１人あたり 

24 共同生活援助 225円/月 /定員１人あたり 



 

 

対
象
施
設
・
事
業
所
別
給
付
基
準
額
（
ガ
ス
代
） 

１ 居宅介護事業所 300円/月 /１事業所あたり 

２ 重度訪問介護事業所 300円/月 /１事業所あたり 

３ 同行援護事業所 300円/月 /１事業所あたり 

４ 行動援護事業所 300円/月 /１事業所あたり 

５ 居宅訪問型児童発達支援事業所 300円/月 /１事業所あたり 

６ 保育所等訪問支援事業所 300円/月 /１事業所あたり 

７ 就労定着支援事業所 300円/月 /１事業所あたり 

８ 自立生活援助事業所 300円/月 /１事業所あたり 

９ 計画相談支援事業所 300円/月 /１事業所あたり 

10 障害児相談支援事業所 300円/月 /１事業所あたり 

11 地域移行支援事業所 300円/月 /１事業所あたり 

12 地域定着支援事業所 300円/月 /１事業所あたり 

13 生活介護事業所 27円/月 /定員１人あたり 

14 自立訓練（生活訓練）事業所 27円/月 /定員１人あたり 

15 就労移行支援事業所 27円/月 /定員１人あたり 

16 就労選択支援事業所 27円/月 /定員１人あたり 

17 就労継続支援Ａ型事業所 27円/月 /定員１人あたり 

18 就労継続支援Ｂ型事業所 27円/月 /定員１人あたり 

19 児童発達支援事業所 27円/月 /定員１人あたり 

20 放課後等デイサービス事業所 27円/月 /定員１人あたり 

21 宿泊型自立訓練施設 38.5円/月 /定員１人あたり 

22 短期入所施設 38.5円/月 /定員１人あたり 

23 施設入所支援（障害者支援施設） 38.5円/月 /定員１人あたり 

24 共同生活援助 38.5円/月 /定員１人あたり 

対象施

設・事業

所別給付

基準額(

食材費) 

１ 生活介護事業所 965円/月 /定員１人あたり 

２ 自立訓練（生活訓練）事業所 965円/月 /定員１人あたり 

３ 就労移行支援事業所 965円/月 /定員１人あたり 

４ 就労選択支援事業所 965円/月 /定員１人あたり 



 

 

５ 就労継続支援Ａ型事業所 965円/月 /定員１人あたり 

６ 就労継続支援Ｂ型事業所 965円/月 /定員１人あたり 

７ 児童発達支援事業所 965円/月 /定員１人あたり 

８ 放課後等デイサービス事業所 965円/月 /定員１人あたり 

９ 宿泊型自立訓練施設 2,895円/月 /定員１人あたり 

10 短期入所施設 2,895円/月 /定員１人あたり 

11 施設入所支援（障害者支援施設） 2,895円/月 /定員１人あたり 

12 共同生活援助 2,895円/月 /定員１人あたり 

対
象
施
設
・
事
業
所
別
給
付
基
準
額
（
車
両
燃
料
費
） 

１ 居宅介護事業所 165円/月 /車両１台あたり 

２ 重度訪問介護事業所 165円/月 /車両１台あたり 

３ 同行援護事業所 165円/月 /車両１台あたり 

４ 行動援護事業所 165円/月 /車両１台あたり 

５ 居宅訪問型児童発達支援事業所 165円/月 /車両１台あたり 

６ 保育所等訪問支援事業所 165円/月 /車両１台あたり 

７ 就労定着支援事業所 165円/月 /車両１台あたり 

８ 自立生活援助事業所 165円/月 /車両１台あたり 

９ 計画相談支援事業所 165円/月 /車両１台あたり 

10 障害児相談支援事業所 165円/月 /車両１台あたり 

11 地域移行支援事業所 165円/月 /車両１台あたり 

12 地域定着支援事業所 165円/月 /車両１台あたり 

13 生活介護事業所 415円/月 /車両１台あたり 

14 自立訓練（生活訓練）事業所 415円/月 /車両１台あたり 

15 就労移行支援事業所 415円/月 /車両１台あたり 

16 就労選択支援事業所 415円/月 /車両１台あたり 

17 就労継続支援Ａ型事業所 415円/月 /車両１台あたり 

18 就労継続支援Ｂ型事業所 415円/月 /車両１台あたり 



 

 

 

 

 

 

19 児童発達支援事業所 415円/月 /車両１台あたり 

20 放課後等デイサービス事業所 415円/月 /車両１台あたり 

21 宿泊型自立訓練施設 165円/月 /車両１台あたり 

22 短期入所施設 165円/月 /車両１台あたり 

23 施設入所支援（障害者支援施設） 165円/月 /車両１台あたり 

24 共同生活援助 165円/月 /車両１台あたり 

申
請
対
象
と
な
る
車
両 

・施設・事業所が所有している車両及び賃貸借契約を締結して使用している車両且

つ自ら車両燃料費を負担している車両のうち、以下のいずれかの用務に使用して

いる車両 

①利用者の送迎 

 ②障害福祉サービス等事業所職員等による利用者の居宅への訪問 

 ③利用者の医療機関への通院等 

・複数の施設・事業所において共用している車両については、最も使用時間が長い

施設・事業所の経費として申請すること。 

給
付
額
・
申
請
条
件
等 

・１施設・事業所につき基準単価まで給付金の交付申請をすることができる。 

・１施設・事業所につき給付額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切

り捨てるものとする。 

・令和７年４月１日から令和７年 12 月 31 日までの期間の経費については、実際に

サービス提供を行った月についてのみ、交付申請をすることができる。 

・ガス代については、ガスを使用している施設・事業所のみ交付申請をすることが

できる。 

・食材費については、食材費の負担をしている給付対象の施設・事業所のみ交付申

請をすることができる。 

・施設・事業所の定員及び施設・事業所が所有する車両の台数については、令和７

年４月１日時点のものとする。ただし、令和７年４月２日以降に指定を受けた施

設・事業所については、指定日のものとする。 

・空床型の短期入所施設の定員は除くものとする。 

留
意
事
項 

・申請のあった車両について、所有状況等に疑義が生じた場合は、所有状況等が確

認できる書類を速やかに提出すること。 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


